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基本方針 

本学は、教育研究上の目的を達成するために、大学設置基準に沿って「教員選考基準」を

定め、「人格が高潔で、学校教育に関し高い見識を持ち、かつ、大学における教育を担当す

るにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者」を本学の教員とするとしている（教

員選考基準第３条）。また、教育研究等の成果を上げるのにふさわしい適正な教員の配置を

行う。 

本学の求める教員像・教員組織の編制方針は以下のとおりである。 

 

１．本学の求める教員像 

（１）本学の理念と目的を理解し、高い倫理観と使命感をもって教育・研究活動に取り組む 

ことができる。 

（２）所属する学部学科・研究科等の教育目的を理解し、その達成のために真摯に努力する 

ことができる。 

（３）学生の人格を尊重し、その信頼に応えるとともに、学生の自発的な学習を促し、積極 

的な学習支援を行うことができる。 

（４）教育の質を向上させるため、授業内容・方法の不断の検証と改善に努めることができ 

る。 

（５）研究倫理について定めた「大東文化大学学術研究行動憲章」「大東文化大学研究者の 

行動規範」等を遵守しつつ、自己の専門分野を究め、学問の発展に貢献することがで 

きる。 

（６）自己の専門的な学識と経験をもって社会貢献・国際貢献に積極的に参画することがで 

きる。 

（７）本学の発展・成長のために、大学運営に協力的かつ主体的に参画することができる。 

 

２．教員組織の編制方針 

（１）大学設置基準および大学院設置基準に基づくとともに、教育研究上の専門分野等のバ 

ランスを考慮しながら、各学部・学科および研究科・専攻等の教育研究上の目的等を 

実現するために必要な教員を配置する。 

（２）学生/教員比率（ＳＴ比）、教員の年齢構成、教員の男女比率、外国人教員の比率、実 

務家教員の配置等に配慮しつつ、適正な教員配置と適切な教員組織を編制する。 

（３）教育課程や大学運営等において、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を 



確保し、教育研究等に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制する。 

（４）教員の募集・採用・昇格等は、学園・大学および各学部・研究科等の諸規程および方 

針に基づき、透明性を担保し、公正かつ適切に行う。 

 

３．教員の資質向上のための取り組み、教員組織の適切性の検証 

教員の資質向上のための取り組みは、教員個人の不断の努力とともに、「大東文化大学Ｆ

Ｄ･ＳＤ基本方針」に基づき、大学、学部、研究科等のＦＤ委員会において推進する。 

また、報奨制度により、教育活動、研究活動、社会活動等の活性化を図り、大学、学部、

研究科等において、適切な評価が行われるよう配慮する。教員組織の適切性については、大

学が毎年度実施する自己点検・評価で定期的に検証する。 


